
［民生産業常任委員会審査報告］ 

  

民生産業常任委員会は３月１２日、１６日、１８日及び１９日に開催し、本委員会に

付託された案件について審査を行いましたので報告を申し上げます。 

付託案件は、 

  第 ４ 号議案 三木市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

  第 ５ 号議案 三木市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

  第 ６ 号議案 三木市商業振興による地域活性化に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

  第 ７ 号議案 三木市立勤労者福祉センター条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

  第 ８ 号議案 三木市水道事業給水条例及び三木市下水道条例の一部を改正する

条例の制定について 

  第 ９ 号議案 三木市下水道条例及び三木市農業集落排水処理施設の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

  第１０号議案 三木市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定

について 

  第１１号議案 三木市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

  第１２号議案 市道路線の廃止について 

  第１３号議案 市道路線の認定について 

  第１４号議案 令和８年度三木市一般会計予算中、関係部分 

  第１５号議案 令和８年度三木市国民健康保険特別会計予算中、関係部分 

  第１６号議案 令和８年度三木市介護保険特別会計予算 

  第１９号議案 令和８年度三木市水道事業会計予算 

  第２０号議案 令和８年度三木市下水道事業会計予算 

の以上１５件であります。 

 

本委員会は、これらの議案を慎重に審査いたしました結果、第９号議案、第１４号議

案中関係部分及び第２０号議案は賛成多数で、その他の議案は全員一致をもって、いず

れも原案のとおり可決いたしました。 

 

以下、審査の過程における各委員からの主な意見を申し上げます。 

最初に、健康福祉部関係について申し上げます。 

 まず、敬老事業補助金についてであります。 

 地域が企画運営される敬老事業に対し、７５歳以上の市民１人につき上限１，５００

円を補助する事業でありますが、敬老に対する意識向上や高齢者の見守り等を目的とし



ているにもかかわらず、記念品の贈呈のみでも補助の対象となるなど、制度の効果が見

えにくい状況となっています。 

 そのため、多くの市民がかかわることで見守りや介護予防に繋がる事業にするなど、

限られた予算をより効果的に活用できるよう、制度のあり方を見直されたいのでありま

す。 

 次に、生活困窮世帯のこどもに対する学習・生活支援事業についてであります。 

貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子どもに対し学習支援や社会性の育成な

どの支援を行う事業であり、防災訓練や調理実習のような勉強以外の体験プログラムも

好評であるため、実際に参加している子どもの希望も参考にして、より一層の事業内容

の充実を図られたいのであります。 

 

次に、産業振興部関係について申し上げます。 

まず、ゴルフ振興事業補助金についてであります。 

多額の市補助金が支出されている中で、三木市ゴルフ協会が自立した運営を行えるよ

う、収益事業についても検討するなど、協会が存続していくためにはどうすればいいの

か、市と協会とで連携して今後の方向性をよく協議されたいのであります。 

次に、大河ドラマ「豊臣兄弟！」ゆかりの地のＰＲについてであります。 

三木合戦ゆかりの地を発信して誘客を図るため、ＰＲパンフレットをリニューアルさ

れますが、大河ドラマで三木合戦の放送回が終了し、ブームが過ぎ去った後でパンフレ

ットが完成してもＰＲ効果は薄いと考えますので、市をＰＲする絶好のタイミングを逃

さないよう留意されたいのであります。 

また、三木の良さや素晴らしさを多くの人に知っていただくためにも、継続して観光

ＰＲに活用できる内容として作成されたいのであります。 

 

次に、都市整備部関係について申し上げます。 

 住宅耐震化促進事業についてであります。 

昭和５６年５月３１日以前に着工された耐震性の低い住宅を対象に、住宅の所有者等

が行う耐震改修工事等に対し補助金を交付する事業であり、地震災害から市民の生命と

財産を守るため、地区ごとのチラシ配布や広報による周知啓発に努められているところ

ですが、市内の住宅耐震化率は伸び悩んでいる状況であるため、チラシ配布に加え、危

機管理課とも連携して地域の避難訓練の際に啓発を行うなどの周知方法も検討された

いのであります。 

 

次に、消防本部関係について申し上げます。 

まず、三木市火災予防条例の一部改正についてであります。 

令和６年１月に能登半島地震において発生した輪島市大規模火災を受け、住宅におけ

る火災予防を推進するため、感震ブレーカーの普及促進について新たに明記するもので



あります。 

既に市ホームページで感震ブレーカーの効果や必要性について周知啓発を行われて

いますが、市民の認知度は十分とは言えない状況にあるため、各地域の防災訓練や防災

フェスティバルなど様々な機会を活用して、感震ブレーカーのさらなる周知啓発と普及

促進に努められたいのであります。 

次に、消防団員の定数についてであります。 

現在、消防団員の定数は５年ごとに見直しを行い、地域の実情に応じた体制づくりと

なるよう取り組まれていますが、地域によっては団員の高齢化が進み、十分な現場対応

が困難な状況であるため、地域の実情に配慮して隣接する地域同士の統合などの再編を

行うなど、消防団活動に支障が出ないよう引き続き団の体制維持に努められたいのであ

ります。 

以上、民生産業常任委員会の審査報告といたします。 


